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個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド（行政機関等向け） 

 

（対照表）※改正箇所の項目番号等は、改正前の該当箇所を指す。 

改正箇所 改正前 改正後 

【凡例】注） 注）なお、特に断りのない限り、

本事務対応ガイドにおいて示す法

令の条番号は、本事務対応ガイド

の公表日（令和 7年 12月 12日）

時点の条番号を示すものとする。 

注）なお、特に断りのない限り、

本事務対応ガイドにおいて示す法

令の条番号は、本事務対応ガイド

の公表日（令和 8年 4月 1日）時

点の条番号を示すものとする。 

【改正等履歴】 （記載なし） 令和 8年 4月 政令及び規則改正

に係る改正内容（令和 8年 4月 1

日施行に係るもの）を反映したほ

か所要の修正を行った。 

3-1-1(1)① 

表中 

国際博覧会推進本部 令和七年に

開催される国際博覧会の準備及び

運営のために必要な特別措置に関

する法律（平成 31年法律第 18

号）第 2条 

（削除） 

3-1-1(1)① 

表 注） 

注）以上は令和 7年 10月 1日時

点において存続するもの 

注）以上は令和 8年 4月 1日時点

において存続するもの 

3-1-1(1)② 「内閣府設置法第 49 条第 1 項

及び第 2項に規定する機関」とは、

内閣府に外局として置かれる委員

会及び庁並びにそれらの外局に置

かれる委員会及び庁を指す。具体

的には、内閣府の外局として、公

正取引委員会、国家公安委員会、

個人情報保護委員会、カジノ管理

委員会、金融庁、消費者庁及びこ

ども家庭庁が置かれている。した

がって、本項の規定により、内閣

府及び宮内庁とともに、これらの 4

委員会 3庁が法の対象となる。 

「内閣府設置法第 49 条第 1 項

及び第 2項に規定する機関」とは、

内閣府に外局として置かれる委員

会及び庁並びにそれらの外局に置

かれる委員会及び庁を指す。具体

的には、内閣府の外局として、公

正取引委員会、国家公安委員会、

個人情報保護委員会、カジノ管理

委員会、サイバー通信情報監理委

員会、金融庁、消費者庁及びこど

も家庭庁が置かれている。したが

って、本項の規定により、内閣府

及び宮内庁とともに、これらの 5

委員会 3庁が法の対象となる。 

3-2-2 

政令第 1条 

(8) 介護保険法（平成 9年法律

第 123号）第 12条第 3項の被

(8) 介護保険法（平成 9年法律

第 123号）第 201条の 2第 1項
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保険者証にその発行を受ける者

ごとに異なるものとなるように

記載された個人情報保護委員会

規則で定める文字、番号、記号

その他の符号 

に規定する被保険者番号等 

3-2-2 

規則第 3条 

規則第 3条 

令第 1条第 8号の個人情報保護

委員会規則で定める文字、番号、

記号その他の符号は、同号に規定

する被保険者証の番号及び保険者

番号とする。 

（削除） 

4-2-1(2) 「合理的に認められる」とは、

社会通念上妥当であると客観的に

認識されるとの趣旨であり、行政

機関等の恣意的な判断による変更

を認めるものではない。例えば、

許認可の審査のために提出された

申請書を当該許認可に係る統計作

成の目的で利用する場合には、

「相当の関連性を有すると合理的

に認められる範囲」に該当する。 

「合理的に認められる」とは、

社会通念上妥当であると客観的に

認識されるとの趣旨であり、行政

機関等の恣意的な判断による変更

を認めるものではない。 

6-1-2-1(4)① ① 開示請求者の氏名に旧姓を用

いることについては、添付する

書類などの確認を通じて本人と

同一性を担保できる限りにおい

て認められる。 

① 開示請求者の氏名に旧姓を用

いることについては、添付する

書類などの確認を通じて本人と

同一性を担保できる限りにおい

て認められる（資料 2を参照の

こと。）。 

6-1-2-2(2)② 

(※) 

（※）開示等請求において法定代

理人の資格の有無を確認するため

に同一の地方公共団体の機関内で

管理する戸籍簿の情報を参照する

ことは、一般に法第 69条第第 2

項第 2号の規定に基づき可能と考

えられる。 

（※）開示等請求において法定代

理人の資格の有無を確認するため

に同一の地方公共団体の機関内で

管理する戸籍簿の情報を参照する

ことは、一般に法第 69条第 2項

第 2号の規定に基づき可能と考え

られる。 

6-1-2-2 

【表 1】(1)ア 

・運転免許証、健康保険の資格確

認書、個人番号カード、住民基

・運転免許証、健康保険の資格確

認書、個人番号カード、在留カ
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本人確認書類欄 本台帳カード（住所記載がある

もの）、在留カード、特別永住

者証明書又は特別永住者証明書

とみなされる外国人登録証明

書、小型船舶操縦免許証、運転

経歴証明書、猟銃・空気銃所持

許可証、宅地建物取引士証、国

民健康保険の資格確認書、後期

高齢者医療保険の資格確認書、

船員保険の資格確認書、私立学

校教職員共済制度の資格確認

書、国家公務員共済組合の資格

確認書、地方公務員共済組合の

資格確認書、恩給証書、児童扶

養手当証書、身体障害者手帳、

精神障害者保健福祉手帳等（以

上は政令第 22条第 1項第 1号

に通常該当する書類） 

 

・上記書類をやむを得ない理由に

より提示又は提出できない場合

に、代替として有効な書類にな

り得ると考えられるもの（政令

第 22条第 1項第 2号）： 

上記書類が更新中の場合に交付

される仮証明書や引換書類、旅

券、住所記載のない住民基本台

帳カード、船員手帳、海技免

状、無線従事者免許証、認定電

気工事従事者認定証、電気工事

士免状、調理師免許証、外国政

府が発行する外国旅券、印鑑登

録証（地方）、療育手帳（愛の

手帳、愛護手帳、みどりの手

帳）（地方）、敬老手帳（地

方）、り災証明書（地方）、国立

ード、特別永住者証明書又は特

別永住者証明書とみなされる外

国人登録証明書、小型船舶操縦

免許証、運転経歴証明書、猟

銃・空気銃所持許可証、宅地建

物取引士証、国民健康保険の資

格確認書、後期高齢者医療保険

の資格確認書、船員保険の資格

確認書、私立学校教職員共済制

度の資格確認書、国家公務員共

済組合の資格確認書、地方公務

員共済組合の資格確認書、介護

保険の被保険者証、恩給証書、

児童扶養手当証書、身体障害者

手帳、精神障害者保健福祉手帳

等（以上は政令第 22条第 1項

第 1号に通常該当する書類） 

 

・上記書類をやむを得ない理由に

より提示又は提出できない場合

に、代替として有効な書類にな

り得ると考えられるもの（政令

第 22条第 1項第 2号）： 

上記書類が更新中の場合に交付

される仮証明書や引換書類、旅

券、船員手帳、海技免状、無線

従事者免許証、認定電気工事従

事者認定証、電気工事士免状、

調理師免許証、外国政府が発行

する外国旅券、印鑑登録証（地

方）、療育手帳（愛の手帳、愛

護手帳、みどりの手帳）（地

方）、敬老手帳（地方）、り災証

明書（地方）、国立大学の学生

証等 
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大学の学生証等 

6-1-2-2 

【表 1】(1)ア 

留意事項欄 

④住民基本台帳カードについては

注 5を参照。 

⑤外国人登録証明書については注

6を参照。 

④外国人登録証明書については注

5を参照。 

⑤介護保険の被保険者証について

は注 6を参照。 

6-1-2-2 

【表 1】注 2 

注 2 【資格確認書の取扱い】医

療保険制度の適正かつ効率的

な運営を図るための健康保険

法等の一部を改正する法律

（令和元年法律第 9号）によ

り、保険者番号及び被保険者

等記号・番号について、「告知

要求制限」の規定が設けられ

ていることから、告知要求制

限に抵触することのないよ

う、資格確認書の取扱いには

十分注意する（資料 2を参照

のこと。）。 

注 2 【資格確認書の取扱い】医

療保険制度の適正かつ効率的

な運営を図るための健康保険

法等の一部を改正する法律

（令和元年法律第 9号）によ

り、保険者番号及び被保険者

等記号・番号について、「告知

要求制限」の規定が設けられ

ていることから、告知要求制

限に抵触することのないよ

う、資格確認書の取扱いには

十分注意する（資料 3を参照

のこと。）。 

6-1-2-2 

【表 1】注 5 

注 5 【住民基本台帳カードの経

過措置】住民基本台帳カード

は、行政手続における特定の

個人を識別するための番号の

利用等に関する法律及び行政

手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に

関する法律の施行に伴う関係

法律の整備等に関する法律の

施行に伴う総務省関係政令の

整備に関する政令（平成 27年

政令第 301号）附則第 9条の

規定により、次に示す時まで

個人番号カードとみなされ、

引き続き使用可能である。 

○旧住民基本台帳法第 30条

の 44第 9項の規定により住

民基本台帳カードの有効期

（削除） 
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間が満了した場合等におい

てその効力を失う時又は番

号法に基づき個人番号カー

ドの交付を受ける時のいず

れか早い時 

6-1-2-2 

【表 1】注 6 

注 6 【外国人登録証明書の経過

措置】 

注 5 【外国人登録証明書の経過

措置】 

6-1-2-2 

【表 1】注 

（記載なし） 注 6 【介護保険の被保険者証の

取扱い】全世代対応型の持続

可能な社会保障制度を構築す

るための健康保険法等の一部

を改正する法律（令和 5年法

律第 31号）により、保険者番

号及び被保険者番号につい

て、「告知要求制限」の規定が

設けられていることから、告

知要求制限に抵触することの

ないよう、被保険者証の取扱

いには十分注意する（資料 4

を参照のこと。）。 

6-1-2-2 

【表 1】注 9 

注 9 【通知カード及び表面に個

人番号が記載されている書類

の取扱い】内閣府大臣官房番

号制度担当室参事官及び総務

省自治行政局住民制度課長

は、平成 27年 8月 28日付け

府番第 285号及び総行住第

102号において、各府省等に

対し、番号法第 16条の規定に

基づく本人確認以外の一般的

な本人確認の手続において、

通知カード（令和 2年 5月以

降、通知カードによる個人番

号の通知は廃止され個人番号

通知書に変更）及び表面に個

人番号が記載されている住民

注 9 【通知カード及び表面に個

人番号が記載されている書類

の取扱い】内閣府大臣官房番

号制度担当室参事官及び総務

省自治行政局住民制度課長

は、平成 27年 8月 28日付け

府番第 285号及び総行住第

102号において、各府省等に

対し、番号法第 16条の規定に

基づく本人確認以外の一般的

な本人確認の手続において、

通知カード（令和 2年 5月以

降、通知カードによる個人番

号の通知は廃止され個人番号

通知書に変更）及び表面に個

人番号が記載されている住民
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票の写し等の書類を本人確認

書類として取り扱うことは適

当でないと考えられる旨を通

知している（資料 3）。 

票の写し等の書類を本人確認

書類として取り扱うことは適

当でないと考えられる旨を通

知している（資料 5）。 

6-1-3-1-1(3)① 

(※3) 

（※3）行政機関においては、「各

行政機関における公務員の氏名の

取扱いについて」（平成 17年 8月

3日情報公開に関する連絡会議申

合せ。以下「情報公開申合せ」と

いう。）（資料 4）において、各行

政機関は、その所属する職員（補

助的業務に従事する非常勤職員を

除く。）の職務遂行に係る情報に

含まれる当該職員の氏名について

は、特段の支障の生ずるおそれが

ある場合を除き、公にするものと

されている。行政機関において

は、本通知により公表を行うこと

となる公務員の氏名については、

法第 78条第 1項第 2号イに該当

するものとして、開示されること

となる。 

（※3）行政機関においては、「各

行政機関における公務員の氏名の

取扱いについて」（平成 17年 8月

3日情報公開に関する連絡会議申

合せ。以下「情報公開申合せ」と

いう。）（資料 6）において、各行

政機関は、その所属する職員（補

助的業務に従事する非常勤職員を

除く。）の職務遂行に係る情報に

含まれる当該職員の氏名について

は、特段の支障の生ずるおそれが

ある場合を除き、公にするものと

されている。行政機関において

は、本通知により公表を行うこと

となる公務員の氏名については、

法第 78条第 1項第 2号イに該当

するものとして、開示されること

となる。 

6-1-3-1-1(3)③ 

(※3) 

この点、行政機関においては、

行政機関情報公開法において、①

氏名を公にすることにより、同法

第 5条第 2号から第 6号までに掲

げる不開示情報を公にすることと

なるような場合、②氏名を公にす

ることにより、個人の権利利益を

害することとなるような場合を除

き、行政機関に所属する職員（補

助的業務に従事する非常勤職員を

除く。）の職務遂行に係る情報に

含まれる当該職員の氏名は公にす

るものとされていることから（情

報公開申合せ（資料 4）を参照の

この点、行政機関においては、

行政機関情報公開法において、①

氏名を公にすることにより、同法

第 5条第 2号から第 6号までに掲

げる不開示情報を公にすることと

なるような場合、②氏名を公にす

ることにより、個人の権利利益を

害することとなるような場合を除

き、行政機関に所属する職員（補

助的業務に従事する非常勤職員を

除く。）の職務遂行に係る情報に

含まれる当該職員の氏名は公にす

るものとされていることから（情

報公開申合せ（資料 6）を参照の
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こと。）、当該職員の氏名につい

て、①及び②に当たらない場合に

は、「慣行として開示請求者が知

ることができ、又は知ることが予

定されている」場合に該当する。 

こと。）、当該職員の氏名につい

て、①及び②に当たらない場合に

は、「慣行として開示請求者が知

ることができ、又は知ることが予

定されている」場合に該当する。 

7-4-7(1)① ・旅券（パスポート） 

・運転経歴証明書 

・住民基本台帳カード（住所の記

載があるものに限る。） 

・身体障害者手帳等官公庁が発

行・交付した各種福祉手帳 

・外国人登録証明書 

・旅券（パスポート） 

・運転経歴証明書 

・身体障害者手帳等官公庁が発

行・交付した各種福祉手帳 

・外国人登録証明書 

7-5(4) また、事業の直接的な目的が提

案者の利益に資するものであって

も、事業活動を通じて、当該事業

が新たな産業の創出又は活力ある

経済社会若しくは豊かな国民生活

の実現に資すると認められる場合

は本基準に適合し得るが、提案書

記載の事業内容及び添付書類から

みて、事業の目的及び内容が反社

会的なものであると認められる場

合や興味本位の提案であると認め

られる場合等、事業内容からして

提案に係る行政機関等匿名加工情

報を利用する必要性が乏しいと認

められる場合は、本基準に適合し

ないこととなる。 

また、行政機関等匿名加工情報

をその用に供して行う事業につい

ては、社会通念上、適正と認めら

れる事業によって付加価値を創出

し、それにより「新たな産業の創

出」又は「活力ある経済社会若し

くは豊かな国民生活の実現」のい

ずれかに寄与する蓋然性を有して

いれば足りると解される。当該蓋

然性を有していると認められる場

合には、事業の直接的な目的が提

案者の利益に資するものであって

も、本基準に適合し得ることとな

る。他方、事業の目的及び内容が

反社会的なものであると認められ

る場合や興味本位の提案であると

認められる場合等は、本基準に適

合しないこととなる。 

8-1(1) 刑事事件に係る裁判や刑の執行

等に係る保有個人情報を法第 5章

第 4節の適用除外としたのは、こ

れらの保有個人情報は、個人の前

科、逮捕歴、勾留歴等を示す情報

を含んでおり、開示請求等の対象

刑事事件に係る裁判や刑の執行

等に係る保有個人情報を法第 5章

第 4節の適用除外としたのは、こ

れらの保有個人情報は、個人の前

科、逮捕歴、勾留歴等を示す情報

を含んでおり、開示請求等の対象
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とすると、前科等が明らかになる

危険性があるなど、逮捕留置者、

被疑者、被告人、受刑者等の立場

で留置場や監獄に収容されたこと

のある者等の社会復帰や更生保護

上問題となり、その者の不利益に

なるおそれがあるためである。 

とすると、前科等が明らかになる

危険性があるなど、逮捕留置者、

被疑者、被告人、受刑者等の立場

で留置施設や刑事施設に収容され

たことのある者等の社会復帰や更

生保護上問題となり、その者の不

利益になるおそれがあるためであ

る。 

標準様式第 2-1 

4 

□個人番号カード又は住民基本台

帳カード（住所記載のあるも

の） 

□個人番号カード 

標準様式第 2-1 

（説明）1 

本人の氏名（旧姓も可）及び住

所又は居所を記載してください。

ここに記載された氏名及び住所又

は居所により開示決定通知等を行

うことになりますので、正確に記

載してください。 

本人の氏名（旧姓を用いること

も可とする。以下同じ。）及び住

所又は居所を記載してください。

ここに記載された氏名及び住所又

は居所により開示決定通知等を行

うことになりますので、正確に記

載してください。 

標準様式第 2-1 

（説明）5(1) 

来所して開示請求をする場合、

本人確認のため、個人情報の保護

に関する法律施行令第 22条に規

定する運転免許証、個人番号カー

ド（住民基本台帳カード（注）、

ただし個人番号通知カードは不

可）、在留カード、特別永住者証

明書又は特別永住者証明書とみな

される外国人登録証明書等の住

所・氏名が記載されている書類を

提示し、又は提出してください。

どのような書類が本人確認書類に

当たるのか分からない場合や、こ

れらの本人確認書類の提示又は提

出ができない場合は、開示請求窓

口に事前に相談してください。 

（注） 住民基本台帳カードは、

その効力を失うか、個人番

来所して開示請求をする場合、

本人確認のため、個人情報の保護

に関する法律施行令第 22条に規

定する運転免許証、個人番号カー

ド（ただし個人番号通知カードは

不可）、在留カード、特別永住者

証明書又は特別永住者証明書とみ

なされる外国人登録証明書等の住

所・氏名が記載されている書類を

提示し、又は提出してください。

どのような書類が本人確認書類に

当たるのか分からない場合や、こ

れらの本人確認書類の提示又は提

出ができない場合は、開示請求窓

口に事前に相談してください。 
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号カードの交付を受ける時

まで個人番号カードとみな

され、引き続き使用可能で

す。 

標準様式第 2-

16 

2 

□個人番号カード又は住民基本台

帳カード（住所記載のあるも

の） 

□個人番号カード 

標準様式第 2-

16 

（説明）6(1) 

 来所して訂正請求をする場合、

本人確認のため、個人情報の保護

に関する法律施行令第 29条にお

いて読み替えて準用する同令第

22条（第 4項及び第 5項を除

く。）に規定する運転免許証、個

人番号カード（住民基本台帳カー

ド（注）、ただし個人番号通知カ

ードは不可）、在留カード、特別

永住者証明書又は特別永住者証明

書とみなされる外国人登録証明書

等の住所・氏名が記載されている

書類を提示し、又は提出してくだ

さい。どのような書類が本人確認

書類に当たるのか分からない場合

や、本人確認書類の提示又は提出

ができない場合は、訂正請求窓口

に事前に相談してください。 

（注） 住民基本台帳カードは、

その効力を失うか、個人番

号カードの交付を受ける時

まで個人番号カードとみな

され、引き続き使用可能で

す。 

 来所して訂正請求をする場合、

本人確認のため、個人情報の保護

に関する法律施行令第 29条にお

いて読み替えて準用する同令第

22条（第 4項及び第 5項を除

く。）に規定する運転免許証、個

人番号カード（ただし個人番号通

知カードは不可）、在留カード、

特別永住者証明書又は特別永住者

証明書とみなされる外国人登録証

明書等の住所・氏名が記載されて

いる書類を提示し、又は提出して

ください。どのような書類が本人

確認書類に当たるのか分からない

場合や、本人確認書類の提示又は

提出ができない場合は、訂正請求

窓口に事前に相談してください。 

標準様式第 2-

24 

2 

□個人番号カード又は住民基本台

帳カード（住所記載のあるも

の） 

□個人番号カード 

標準様式第 2-

24 

 来所して利用停止請求をする場

合、本人確認のため、個人情報の

 来所して利用停止請求をする場

合、本人確認のため、個人情報の
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（説明）6(1) 保護に関する法律施行令第 29条

において読み替えて準用する同令

第 22条（第 4項及び第 5項を除

く。）に規定する運転免許証、個

人番号カード（住民基本台帳カー

ド（注）、ただし個人番号通知カ

ードは不可）、在留カード、特別

永住者証明書又は特別永住者証明

書とみなされる外国人登録証明書

等の住所・氏名が記載されている

書類を提示し、又は提出してくだ

さい。どのような書類が本人確認

書類に当たるのか分からない場合

や、本人確認書類の提示又は提出

ができない場合は、利用停止請求

窓口に事前に相談してください。 

（注） 住民基本台帳カードは、

その効力を失うか、個人番

号カードの交付を受ける時

まで個人番号カードとみな

され、引き続き使用可能で

す。 

保護に関する法律施行令第 29条

において読み替えて準用する同令

第 22条（第 4項及び第 5項を除

く。）に規定する運転免許証、個

人番号カード（ただし個人番号通

知カードは不可）、在留カード、

特別永住者証明書又は特別永住者

証明書とみなされる外国人登録証

明書等の住所・氏名が記載されて

いる書類を提示し、又は提出して

ください。どのような書類が本人

確認書類に当たるのか分からない

場合や、本人確認書類の提示又は

提出ができない場合は、利用停止

請求窓口に事前に相談してくださ

い。 

 

この他、Ⅷ 資料編として、「個人情報の保護に関する法律等に基づく申請等の氏名の旧

姓使用について（通知）」（改正後の資料 2）及び「介護保険の被保険者番号等の告知要求制

限について」（改正後の資料 4）を追加する。 


